
グループホームいずみ山荘利用料金表 

 令和 ４年 １０月現在 

基本料金（ 日 額 ） 

要支援・要介護度 要支援２ 要介護度１ 要介護度２ 要介護度３ 要介護度４ 要介護度５ 

介護サービス費 

自己負担額  
７４８円 ７５２円 ７８７円 ８１１円 ８２７円 ８４４円 

介護サービス費 

自己負担額（２割負担） 
１,４９６円 １,５０４円 １,５７４円 １,６２２円 １,６５４円 １,６８８円 

食  費   １，５００円 

家  賃   ７００円 

家  賃 

（軽減措置該当者） 
１号 該当者１００円、２号 該当者４００円 

管 理 費 ８００円 

自己負担額合計 ３,７４８円 ３,７５２円 ３,７８７円 ３,８１１円 ３,８２７円 ３,８４４円 

    

※ 次の項目について、加算算定を行います。サービス提供体制加算（Ⅰ）（２２円／日）、医療連携体制加算（Ⅰ）

（３９円／日）、口腔衛生管理体制加算（３０円／月）、科学的介護推進体制加算（４０円／月）、介護職員

処遇改善加算（Ⅰ）「介護料に １１．１％を乗じた額」≒（９５円／日）、介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）

「介護料に ３．１％を乗じた額」≒（２７円／日）、介護職員等ベースアップ等支援加算「介護料に２．３％

を乗じた額」（ ≒２０／日） 

※ 入所後３０日間及び３０日を超えた入院後、退院された場合には初期加算（３０円／日）が必要となります。 

※ 入院時に最大６日までを限度として外泊時・入院時費用（２４６円／日）が必要となります。 

※ 外泊・入院等の場合、家賃・管理費が必要です。 

※ 特別な食事に要した費用、理美容代、医療費、薬代、おしめ代は実費を頂きます。 

※ 教養娯楽費として参加者には別途実費を頂きます。 

※ 看取り介護を希望された場合は、看取り介護加算が必要です。（上限４５日）また、エンゼルセット料金を 

頂きます。 

※ 第１号、第２号 家賃軽減措置該当者は鏡野町の認定により決定します。 

（要介護３の方、１ヶ月利用例 含加算） 

介   護   料  １.０１６円× ３０日＝３０.４８０円 

食      費 １,５００円× ３０日＝４５,０００円 

家    賃      ７００円× ３０日＝２１,０００円 

管 理  費      ８００円× ３０日＝２４,０００円 

合  計              １２０，４８０円 

（要介護３、第１号軽減該当者 １ヶ月利用例含加算） 

介  護  料   １.０１６円× ３０日＝３０,４８０円 

食      費 １,５００円×３０日＝４５,０００円 

家    賃      １００円×３０日＝  ３,０００円 

管 理 費      ８００円×３０日＝２４,０００円 

合  計              １０２，４８０円 


